
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
の
一
部

を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
四
号
）（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

次
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

次
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
を

て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
を

除
く
。）

除
く
。）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
誘
導
体
、
そ
れ
ら
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

八

次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
誘
導
体
、
そ
れ
ら
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
殺
そ
剤
を

を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
殺
そ
剤
を

除
く
。
）。
た
だ
し
、
二
以
上
の
有
効
成
分
を
含
有
す
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
、
次

除
く
。
）。
た
だ
し
、
二
以
上
の
有
効
成
分
を
含
有
す
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(194)

(1)

(194)

エ
ン
パ
グ
リ
フ
ロ
ジ
ン

（
新
設
）

(195)
～

（
略
）

～

（
略
）

(196)

(215)

(195)

(214)

過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル

（
新
設
）

(216)
～

（
略
）

～

（
略
）

(217)

(617)

(215)

(615)

ニ
チ
シ
ノ
ン

（
新
設
）

(618)
～

（
略
）

～

（
略
）

(619)

(822)

(616)

(819)

ベ
ム
ラ
フ
ェ
ニ
ブ

（
新
設
）

(823)
～

（
略
）

～

（
略
）

(824)

(843)

(820)

(839)



ボ
ノ
プ
ラ
ザ
ン

（
新
設
）

(844)
～

（
略
）

～

（
略
）

(845)

(1010)

(840)

(1005)

九

（
略
）

九

（
略
）


